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雇用保険被保険者異動通知書《退職》 
 

フ リ ガ ナ 

被保険者氏名 
性別 生 年 月 日 離 職 票 

交 付 希 望 
退 職 年 月 日 

賃 金 の 
占 め 日 

 
男 
 

女 

S 
     年  月  日 
H 

有 ・ 無     
令 和      年   

   月     日 

毎月    
日 

 
 
 

マイナンバー 退職時労働時間 週      時間 

離職票の送付 本人へ送付 ・ 会社へ送付 ・ その他（                  ） 

住 所 
 

（電話番号） 

〒 
 
                      （℡             ） 

離職の理由（具体的に） 
 
 
 

該当するものの番号に１つだけ○印をお付けください。 
１． 事業所の倒産等によるもの 
（１）倒産手続開始、手形取引停止による離職 
（２）事業所の廃止又は事業活動停止後事業再開の見込みがないため離職 
 

２． 定年によるもの 
  定年による離職（定年   歳） 
    定年後の継続雇用  を希望していた（以下の a から c までのいずれかを１つ選択してください） 
              を希望していなかった 
     a 就業規則に定める解雇事由又は退職事由（年齢に係るものを除く。以下同じ。）に該当したため 
    （解雇事由又は退職事由と同一の事由として就業規則又は労使協定に定める「継続雇用しないことができる事由」に該当して離職した場合も含む。） 
    b 平成 25 年 3月 31 日以前に労使協定により定めた継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったため 
         c その他（具体的理由:                                                ） 
 
３．労働契約期間満了等によるもの 
 （１）採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職 
   （１回の契約期間   箇月、通算契約期間   箇月、契約更新回数   回） 
   （当初の契約締結後に契約期間や更新回数の上限を短縮し、その上限到来による離職に該当 する・しない） 
   （当初の契約締結後に契約期間や更新回数の上限を設け、その上限到来による離職に該当 する・しない） 
   （定年後の再雇用時にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職で ある・ない） 
   （4年 6 箇月以上 5 年以下の通算契約期間の上限が定められ、この上限到来による離職で ある・ない） 
   →ある場合（同一事業所の有期雇用労働者に一様に 4 年 6 箇月以上 5 年以下の通算契約期間の上限が平成 24 年 8 月 10 日前から定められて いた・いなかった） 

 （２）労働契約期間満了による離職 
   ① 下記②以外の労働者 
   （１回の契約期間   箇月、通算契約期間   箇月、契約更新回数   回） 
   （契約を更新又は延長することの確約・合意の 有・無 （更新又は延長しない旨の明示の 有・無 ）） 
   （直前の契約更新時に雇止め通知の 有・無 ） 
   （当初の契約締結後に不更新条項の追加が ある・ない） 
                     を希望する旨の申出があった 
    労働者から契約の更新又は延長   を希望しない旨の申出があった 
                     の希望に関する申出はなかった 
   ② 労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者 
   （１回の契約期間   箇月、通算契約期間   箇月、契約更新回数   回） 
   （契約を更新又は延長することの確約・合意の 有・無 （更新又は延長しない旨の明示の 有・無 ）） 
                     を希望する旨の申出があった 
    労働者から契約の更新又は延長   を希望しない旨の申出があった 
                     の希望に関する申出はなかった 
    ａ 労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否したことによる場合 
    ｂ 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合 
      （指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む） 
      （ａに該当する場合は、更に下記の５のうち、該当する主たる離職理由を更に１つ選択し、○印を記入してください。 
        該当するものがない場合は下記の６に○印を記入した上、具体的な理由を記載してください。） 
 （３）早期退職優遇制度、選択定年制度等により離職 
 （４）移籍出向 
 
４．事業主からの働きかけによるもの 
（１）解雇（重責解雇を除く。） 

 （２）重責解雇（労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇） 
 （３）希望退職の募集又は退職勧奨 

① 事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの 
② その他（理由を具体的に                                                  ） 

 
５．労働者の判断によるもの 
（１）職場における事情による離職 

① 労働条件に係る問題（賃金低下、賃金遅配、時間外労働、採用条件との相違等）があったと労働者が判断したため 
② 事業主又は他の労働者から就業環境が著しく害されるような言動（故意の排斥・嫌がらせ等）を受けたと労働者が判断したため 
③ 妊娠、出産、育児休業、介護休業等に係る問題（休業等の申出拒否、妊娠、出産、休業等を理由とする不利益取扱い）があった 

と労働者が判断したため 
④ 事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職 
⑤ 職種転換等に適応することが困難であったため（教育訓練の有・無） 
⑥ 事業所移転により通勤困難となった（なる）ため（旧（新）所在地：                               ） 
⑦ その他（理由を具体的に                                                ） 

 （２）労働者の個人的な事情による離職（一身上の都合、転職希望等） 
 
６．その他（１－５のいずれにも該当しない場合） 
    理由を具体的に                                                    
 

※ 注意…離職票の交付を希望される場合は、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿のコピーを添付して下さい。 
【一般・短時間被保険者】 離職日以前１３カ月分 (多めにお願いします。) 

 令和  年  月  日 

労 働 保 険 事 務 組 合                      事 業 主  住 所 

小 野 田 商 工 会 議 所           殿 
                               氏 名              ㊞ 

(℡                ) 【ご注意ください!!】 取り扱いにはくれぐれもご注意ください。 
マイナンバーを間違えなくご記入の上、必ず郵便で送付してください。(FAX不可) 

 


